
平成２４事業年度財務諸表

（ 国 民 年 金 勘 定 ）

年金積立金管理運用独立行政法人



（単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産

未収金 729,148,134,922

　 流動資産合計 729,148,134,922

Ⅱ 固定資産

投資その他の資産

総合勘定繰入金  7,003,744,016,585  

投資その他の資産合計  7,003,744,016,585  

固定資産合計  7,003,744,016,585  

資産合計  7,732,892,151,507  

負債の部

固定負債

運用寄託金  6,867,180,769,617  

固定負債合計  6,867,180,769,617  

負債合計  6,867,180,769,617  

純資産の部

利益剰余金

積立金  136,563,246,968  

当期未処分利益  729,148,134,922  

（うち当期総利益） (729,148,134,922) 

利益剰余金合計  865,711,381,890  

純資産合計  865,711,381,890  

負債純資産合計  7,732,892,151,507  

貸  借  対  照  表 （ 国 民 年 金 勘 定 ）

（平成２５年３月３１日）



（単位：円）

総合勘定分配金収入 729,148,134,922

当期純利益 729,148,134,922

当期総利益 729,148,134,922

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

損  益  計  算  書 （ 国 民 年 金 勘 定 ）



（単位：円）

Ⅰ  業務活動によるキャッシュ・フロ－

総合勘定への繰入支出 △ 638,255,582,427

年金特別会計寄託金受入 638,255,582,427

年金特別会計寄託金償還 △ 1,094,600,000,000

総合勘定からの受入収入 1,128,740,811,742

小計 34,140,811,742

国庫納付金の支払額 △ 34,140,811,742

    業務活動によるキャッシュ・フロ－ ―

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロ－ ―

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロ－

総合勘定からの受入収入 30,162,504

不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 30,162,504

    財務活動によるキャッシュ・フロ－ ―

Ⅳ  資金に係る換算差額 ―

Ⅴ  資金減少額 ―

Ⅵ  資金期首残高 ―

Ⅶ  資金期末残高 ―

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ － 計 算 書 （ 国 民 年 金 勘 定 ）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）



（単位：円）

Ⅰ 当期未処分利益 729,148,134,922

当期総利益 729,148,134,922

前期繰越欠損金 ―

Ⅱ 利益処分額

　 積立金 729,148,134,922 729,148,134,922

利益の処分に関する書類 （ 国 民 年 金 勘 定 ）

（平成２５年３月３１日）



（単位：円）

Ⅰ 業務費用 －

Ⅱ 引当外退職給付増加見積額 －

Ⅲ 機会費用 －

Ⅳ 行政サービス実施コスト －

行政サービス実施コスト計算書 （ 国 民 年 金 勘 定 ）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）



注記 

 

 

１．重要な会計方針 

  該当事項はありません。 

 

２．重要な債務負担行為 

  該当事項はありません。 

 

３．重要な後発事象 

  中期計画の変更 

財務諸表（法人全体）の注記３．重要な後発事象 中期計画の変更をご参照ください。 

 

４．固有の表示科目の内容 

（１） 運用寄託金 

    国民年金法第７６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金を計上しています。 

 

（２） 総合勘定分配金収入 

    年金積立金管理運用独立行政法人法第２５条第１項の規定に基づき、総合勘定から受け入れる利益 

の分配金を計上しています。 
 
５．金融商品関係 

（１） 金融商品の状況に関する事項 
    財務諸表（法人全体）の注記８．金融商品関係（１）金融商品の状況に関する事項をご参照ください。 
 

（２） 金融商品の時価等に関する事項 
   時価を把握することが極めて困難と認められる金融負債 

（単位：円） 
 貸借対照表計上額 
運用寄託金 6,867,180,769,617

      「運用寄託金」は、厚生労働大臣から寄託された年金積立金であり、市場価格がなく、かつ、 
将来のキャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難な 
ことから、時価開示の対象とはしていません。 

 
６．独立行政法人通則法第４６条の２第２項に基づく不要財産に係る国庫納付等 

（１） 国庫納付等の額 
         30,162,504 円 
 

（２） 国庫納付等が行われた年月日 
         平成２４年１０月１２日 
     

（注）不要財産に係る国庫納付の詳細については、財務諸表（法人全体）の注記９．独立行政法人通則

法第４６条の２第２項に基づく不要財産に係る国庫納付等をご参照ください。 
 
 
 



附属明細書

積立金の明細

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

4,824,742,027 165,909,479,187 34,170,974,246 136,563,246,968

（注） 当期増加額は、前期の利益処分によるものであり、また、当期減少額は、独立行政法人通則法第46条の2第2項に基づく不要財産に係る国庫納付額30,162,504円及び

年金積立金管理運用独立行政法人法第25条第4項に基づく国庫納付額34,140,811,742円によるものです。

（注）次に掲げる事項については、該当ありません。

１　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細並びに減損損失累計額

２　たな卸資産の明細

３　有価証券の明細

４　長期貸付金の明細

５　長期借入金の明細

６　引当金の明細

７　退職給付引当金の明細

８　法令に基づく引当金等の明細

９　保証債務の明細

10　資本金の明細

11　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

12　国等からの財源措置の明細

13　役員及び職員の給与の明細

14　開示すべきセグメント情報

15　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

16　関連公益法人等に関する情報

区分 摘要

通 則 法 ４ ４ 条 １ 項 積 立 金


